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[正副会長会議] 

理事会に先立ち年３回開催し、当日の理事会の議案内容や業界の課題について意見交換を行った。

また専務理事から会長に定期的に業務報告が行われご意見をいただいた。 

 

◆第１回 正副会長会議 平成２６年４月１７日（木） 

４月１７日（木）午前１０時３０分より、理事会に先立ち正・副会長会議が開催された。 

当日に行われる理事会の内容確認が主な議案であるが、決算内容や任期満了に伴う役員候補者

案に加え、特に今回は公益目的支出計画実施報告書における公益目的財産額が１年前倒しで超過

し平成２５年度末を持って完了報告書を提出すること等について確認した。 

 

◆第２回 正副会長会議 平成２６年１１月７日（金） 

平成２６年１１月７日（金）東京アーバンネット大手町ビル東京會舘に於いて午前１０時３０分より正・副

会長会議を開催し、この後行われる理事会の運営内容について確認を行った。 

 

◆第３回 正副会長会議 平成２７年３月２７日（金） 

３月２７日（金）午前１０時３０分より、理事会に先立ち正・副会長会議を開催した。 

 当日行われる理事会の内容の確認が主な議案であるが、流通再編が進展する中での協会活動につ

いて活発な意見交換がなされた。 

 

 

本部事業活動 

 

[政策委員会／食品取引改善協議会／消費税転嫁・表示カルテル推進協議会] 

 

◆第１回 平成２６年５月１３日（火）    

平成２６年度第 1 回目の政策委員会・食品取引改善協議会を５月１３日（火）午前１０時３０分より日本

橋三越本店本館７階特別食堂「日本橋」にて開催した。宮田政策委員長の挨拶の後、議題に入り、①理

事会報告②清涼飲料の賞味期限の「年月表示」への移行に関する件③複数税率（軽減税率）導入につ

いて（東京商工会議所）③消費税転嫁・表示カルテル推進協議会の事案確認④厚生労働省作成の卸

売業の「キャリアマップ」「職業能力評価シート」及び「導入・活用マニュアル」について⑤工場渡し価格の

要請について⑥「アジア・シームレス物流フォーラム２０１４」の開催について⑦経済連携協定（ＥＰＡ）の

原産地規則に関する説明会の開催について⑧賛助会員幹事店会の運営について等について議論し

た。 

 

◆第２回 平成２６年１０月２２日（水） 

今年度第２回目の政策委員会兼食品取引改善協議会を１０月２２日（水）午前９時半より日食協会議

室に於いて開催した。主要な議題は、上半期を終了しての事業活動総括と下半期に向けての事業検

討であったが、特に１１月に開催予定の賛助会員幹事店会でのメーカー各位との意見交換テーマにつ

いてと価格改定時における卸マージンの内容について検討を行った。 
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【主要上半期活動報告】 

①与党税制協議会の業界ヒアリングについて 

  ・日食協の消費税の軽減税率に関する要望について 

②食品分野におけるプライベート・ブランド商品の取引に関する実態調査報告書と取引の適正化

の推進について 

③平成２７年度税制改正等に関する要望書について 

④日本即席食品工業協会に対する物流合理化に関するお願いについて 

  ・物流合理化懇談会の開催について 

⑤「食品ロス削減のための商慣習検討Ｗ・Ｇ」の開催内容について 

  ・今後の食品リサイクル制度のあり方について 

  ・天気予報で物流を変える（事業主体：日本気象協会） 

⑥２０１４年自主行動計画（低炭素社会実行計画）の環境数値について 

⑦平成２６年度情報システム研修会の内容について 

⑧経理業務標準化協議ＰＪ委員会について 

⑨食品取引改善協議に関する件 

⑩消費税税転嫁・表示カルテル推進協議会に関する件 

⑪賛助会員幹事店会の意見交換テーマに関する件 

⑫今後の日程に関する件  

 

◆第３回 平成２６年１１月２１日（金） 

平成２６年１１月２１日（金）午前１０時３０分より日本橋三越本店特別食堂会議室に於いて本年度第３

回目の政策委員会兼食品取引改善協議会を開催した。主な議題は、１１月に開催された理事会の報告

や食品表示法の改正に伴う業界対応、復興庁からの｢販路開拓支援チーム｣の立ち上げに関する事等

であった。また「消費税転嫁･表示カルテル推進協議会」では特に課題となる事案がないことも確認した。 

 

◆第４回 平成２７年３月２４日（火） 

午後３時より日食協会議室にて開催。主要な議題は、平成２６年度の事業総括と平成２７年度の事業

計画案・予算案・組織案や賛助会員幹事店会の意見交換テーマ等についての検討であった。また消費

税転嫁対策表示カルテルに関する事案についても確認を行ったが、特に検討する事案はなかった。 

 

 

[賛助会員幹事店会] 

 

◆第１８回 賛助会員幹事店会 平成２６年５月１３日（火） 

第１８回賛助会員幹事店会を５月１３日（火）午前１１時３０分より日本橋三越本店特別食堂「日本橋」

にて開催した。 

会議は冒頭日食協の政策委員長宮田善康氏（三菱食品（株））が開会の挨拶を述べ、次いで賛助会

員幹事企業を代表して味の素（株）の梅澤忠徳氏からご挨拶をいただいた。次いで議案に入り、最初に

奥山専務理事から３、４月に開催された理事会の内容についての報告を行った。その後意見交換テー

マに入り「消費税増税の影響と対応策」について出席メーカーから各企業の状況について発表がなされ
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た。各社とも仮需の発生や反動減はともに概ね想定内の動きではあるが、今後は値ごろ感を求めて消費

者がどのような消費活動を行うか不透明で新商品や販促策で流通ともども対応策を模索するとの発表が

多くなされた。 

 

◆第１９回 賛助会員幹事店会 平成２６年１１月２１日（金） 

第１９回賛助会員幹事店会を１１月２１日（金）午前１１時３０分より日本橋三越本店特別食堂会議室に

て開催した。 

会議は、冒頭日食協の政策委員長宮田善康氏（三菱食品(株)）が開会の挨拶を述べ、次いで賛助会

員幹事企業を代表して味の素(株)の梅澤忠徳氏からご挨拶をいただいた。次いで議事に入り、奥山専

務理事から１１月７日に行われた理事会の概要報告を行った。その後｢意見交換テーマ｣に入り、今回は

「メーカー各社の価格改定動向に関して」という内容で出席各社から発言がなされた。 

 

 

[環境数値算定標準化協議会] 

 

◆第１回 平成２６年４月２１日（月） 

〔議題〕 

  ①平成２５年度食品ロス削減のための商慣習検討ＷＴ取りまとめについて 

  ②食品廃棄物等の発生抑制の目標値について 

  ③２０１４年度電力需要抑制の対策（案）について 

  ④九州国分（株）におけるカーボンニュートラルの取り組みについて 

  ⑤防災・復興キャンペーンの後援名義協賛について 

 

◆第２回 平成２６年１０月２日（木） 

〔議題〕 

  ①２０１３年度自主行動計画（低炭素社会実行計画）についての調査票提出について 

  ②「第２回食品産業もったいない大賞」募集要項について 

  ③食品産業の地域温暖化・省エネルギー対策促進事業の研修会について 
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平成26年度事業報告関連資料 
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“日食協”与党税制協議会より 

「軽減税率制度についてヒアリング」を受ける 

― ８月２９日 － 

与党税制協議会（自由民主党・公明党）においては、｢消費税の軽減税率制度について、『社

会保障との税の一体改革』の原点に立って必要な財源を確保しつつ、関係事業者を含む国民の理

解を得た上で、税率 10％時に導入する｣旨を平成 26年度与党税制改正大綱において決定し、同大

綱に基づき検討を進めていますが、今般、関係事業者等から広く意見を伺いながら検討を進める

という観点から業界ヒアリングを行う事になった。日食協のヒアリングは、対象総計 62 団体の

最後、8月 29 日（金）午後 4時 20 分より衆議院第二議員会館の与党政策第一会議室で行われた。

冒頭、野田 毅 座長（自由民主党税制調査会長）より開催の挨拶があり、ついで國分勘兵衛会

長が、資料に基づき日食協の協会概要と要望内容を述べた。ついで奥山専務理事が、軽減税率制

度導入の反対理由について詳細を説明した。終了後意見交換を行った。 

 國分会長の要望内容は以下のとおり。 

「軽減税率制度に関する、私どもの要望内容でございますが、消費税は社会保障目的に充てら

れておりますので、軽減税率が導入されますと社会保障財源に大きな影響を及ばすものと考えま

す。また私ども協会に属しております会員卸が取り扱っております商品群は、多岐にわたりその

商品数は膨大であります。加えて加工食品流通の実態は多様で裾野が広うございますので、大変

懸念いたしておりますのは、軽減税率が導入されますと取引を行う全ての仕入先、販売先が同じ

認識で対象品目の線引きが行われなければ、取引をした結果の税額を含む債権債務が合わなくな

り商売上混乱を生じる事が予測されることでございます。また軽減税率制度の導入に伴う業界の

業務コストの増加は、業界の構造的変化に拍車をかけ食品流通の毛細血管を失う事にもなろうか

と心配いたしております。したがいまして私どもといたしましては、軽減税率制度は導入しない

で、ぜひとも単一税率制度を維持していただきたく要望します。」  

 

 

与党税制協議会メンバー 
日食協出席メンバー 

【自民党】 【公明党】 

野田 毅 斉藤 鉄夫 國分 勘兵衛 会長 

町村 信孝  北側 一雄 奥山 則康 専務理事 

額賀 福志郎  西田 実仁 宮田 善康 理事・政策委員長 

宮沢 洋一 上田 勇 宇津宮 功一 事業部長 

石田 真敏 竹内 譲  
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平成 26 年 8 月 29 日 

与党税制協議会殿 

 

消費税の軽減税率に関する要望について 
 

一般社団法人 日本加工食品卸協会 

 

１．協会概要 

 

 （１）名 称：一般社団法人 日本加工食品卸協会 

 （２）所在地：東京都中央区日本橋本町 1-2-3 江戸ビル 4 階 

 （３）設 立：昭和 52 年 5 月 

 （４）目 的：加工食品流通の近代化・効率化に関する調査研究、加工食品の卸売業の構造

改善の促進、加工食品に関する知識の普及啓発等を行うことにより、加工食品

流通の近代化と経営の合理化を図り、もって加工食品の安定供給と国民生活の

向上に資することを目的とする。 

 （５）会 長：國分 勘兵衛 （国分株式会社 代表取締役会長兼社長） 

副会長：濱口 泰三  （伊藤忠食品株式会社 取締役会長） 

田中 茂治  （株式会社日本アクセス 代表取締役社長） 

井上  彪  （三菱食品株式会社 代表取締役社長）   

 （６）会員数：正会員 132 社 事業所会員 107 賛助会員 131 社 

団体賛助会員 3 社 合計 373 （平成 26 年 3 月末現在） 

 （７）総卸売上高：9 兆 8,873 億円（会員卸統計調査参加企業 74 社の合計売上高）  

（品群別）             （構成比） 

常温品 3 兆 8,359 億円 （38.8％） 

酒 類 2 兆 7,514 億円 （27.8％） 

菓 子 3,613 億円   （３.7％） 

冷凍品 9,981 億円 （10.1％） 

冷蔵品 1 兆 3,686 億円 （13,8％） 

その他 5,720 億円   （5.8％） 

 

２．要望内容 

 

消費税は、社会保障目的に充てられており、軽減税率が導入されると社会保障財源に大きな影

響を及ぼす。また当協会所属の会員卸の取り扱う加工食品の品群は、多岐にわたりその商品数は

膨大であり、加えて加工食品流通の実態は多様で裾野が広いので、軽減税率が導入されると取引

を行う仕入先、販売先が全てに同じ認識で対象品目の線引きを行なわなければ取引した結果の税

額を含む債権債務が合わなくなり商売上混乱することが予測される。したがって軽減税率制度は導

入せず単一税率を維持すべきである。 
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 ３．理由  

 

  （１）消費税は、社会保障目的に充てられており、軽減税率を導入すると社会保障財源に欠陥

が生じて、標準税率のアップや社会福祉の給付水準の引き下げ、社会保険料の引き上げ

等を検討しなければならなくなる。 

 

  （２）高額の食料品を購入、消費するのは高額所得者であり、軽減税率で恩恵を受けるのは高

額所得者であり、逆進性の軽減には寄与しない。低所得者対策はきめ細かな給付つき税

額控除等で行うべきである。 

 

  （３）対象品目の線引き 8 パターンのいずれを採用したとしても、また区分経理の A 案、B 案、

C 案、D 案のいずれを採用したとしても流通業者は膨大な事務作業が必要となる。 

 

  （４）商品を区分けするには、自社だけが商品マスタを整備すればいいというものではなく、取引

を行う全ての事業者が同じ認識で線引きしなければ、取引した結果の税額を含む債権債

務が合わなくなり商売上大きな混乱が生じる。EDI を含めた流通システムのルール付けを

するための業界統一の合意形成を行うには充分な時間が必要である。 

 

  （５）食品流通の実態は極めて多様で裾野が広く、全てにシステム力や事務処理能力を持つ

事業者ではないことを念頭に、消費税の徴税システムは合理的な単一税率を維持すべき

である。 

 

 

以上 
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平成２６年度 食品ロス削減のための 

商慣習検討ワーキングチームとりまとめ 
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食品表示基準の概要 

食品表示基準の策定方針―現行５８本の基準を１本に統合― 

 

食品表示の関連情報について 
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旧制度からの主な変更点 

 

 



－ 33 － 

 

 

 



－ 34 － 

 



－ 35 － 

 


